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                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第６号 

   鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例 

 （鳥取市職員給与条例の一部改正） 

第１条 鳥取市職員給与条例（昭和２６年鳥取市条例第４５号）の一部を次のように

改正する。 

  第２３条中「乗じたもの」を「乗じた時間数から１週間当たりの勤務時間を５で

除したものに１８を乗じた時間数を減じたもの」に改める。 

 （鳥取市職員給与条例及び鳥取市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一

部改正） 

第２条 鳥取市職員給与条例及び鳥取市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

（平成２７年鳥取市条例第１７号）の一部を次のように改める。 

  附則第２項中「相当する額」の次に「（一般行政職給料表の適用を受ける職員で

あって、その職務の級が６級以上かつ年齢が５５歳以上（５５歳に達した日以後最

初の３月３１日までの間にある者を除く。）である職員にあっては、施行日の前日

において受けていた給料の額に１００分の９８．５を乗じて得た額との差額に相当

する額）」を加える。 

    附 則 



 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


